
情報提供ルールのイメージ（同じ所見の症例が複数発生した場合）

概ね30日以内

いずれも情報提供の義務は生じない

概ね30日以内

（パターン①）

（パターン②）

15日以内に情報提供
※１例目も併せて情報提供

凡例 ：症状発現日 ：知った日
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情報提供ルールのイメージ（同じ所見の症例が複数発生した場合）

概ね30日以内

（パターン③）

15日以内に情報提供
※１例目も併せて情報提供

発生を知った日が30日以上離れていたとしても、30日以内に同じ所見の
症例が複数発生していれば、情報提供の対象となる。

概ね30日以内

（パターン④）

◎１例目を知った日
15日以内に情報提供
※２例まとめて情報提供

◎２例目を知った日

12
凡例 ：症状発現日 ：知った日



情報提供ルールのイメージ（同じ所見の症例が複数発生した場合）

（パターン⑥）

凡例 ：症状発現日 ：知った日

同じ所見の症例が複数発生した場合、それ以降、同一所見の症例は情報提供の対象となる。
※情報提供を不要とするタイミングは行政において判断。

15日以内に情報提供

15日以内に情報提供
※１例目も併せて情報提供

概ね30日以内

（パターン⑤）

同じ所見の症例が複数発生した場合、それ以降、同一所見の症例は情報提供の対象となる。
※情報提供を不要とするタイミングは行政において判断。

15日以内に情報提供
15日以内に情報提供

※１例目も併せて情報提供

概ね30日以内
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情報提供ルールのイメージ（重篤事例が生じた場合）

（パターン①）

（パターン②）

重篤事例が発生した場合、それ以降、重篤度にかかわらず、同一所見の症例は情報提供の対象となる。
※情報提供を不要とするタイミングは行政において判断。

15日以内に情報提供15日以内に情報提供15日以内に情報提供

15日以内に情報提供 15日以内に情報提供
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凡例 ：症状発現日 ：知った日
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